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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】電圧降下による輝度ムラを低減させ、強度が高
く、有機ＥＬ層からの発熱を効率良く放散して有機ＥＬ
層の劣化を防止する有機ＥＬパネル、および上述した有
機ＥＬパネルを低コストで形成する製造方法を提供。
【解決手段】透明基板上に形成された透明電極層、上記
透明電極層上にパターン状に形成された隔壁、上記隔壁
間の発光領域内に形成され、かつ少なくとも発光層を有
する有機ＥＬ層、ならびに上記隔壁および上記有機ＥＬ
層上に形成された背面電極層を有する有機ＥＬ基板と、
上記有機ＥＬ基板の上記背面電極層上に配置され、フレ
キシブル性を備え、かつ少なくとも金属層を有する封止
基板を有し、上記有機ＥＬ基板の上記隔壁上に位置する
上記背面電極層と上記封止基板の上記金属層とが接触し
ており、上記有機ＥＬ基板および上記封止基板の間で上
記封止部によって封止された封止空間の圧力が大気圧よ
りも低いことを特徴とする有機ＥＬパネル。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明基板、
　前記透明基板上に形成された透明電極層、
　前記透明電極層上にパターン状に形成された絶縁性を有する隔壁、
　前記隔壁間の発光領域内に形成され、かつ少なくとも発光層を有する有機エレクトロル
ミネッセンス層、ならびに
　前記隔壁および前記有機エレクトロルミネッセンス層上に形成された背面電極層を有す
る有機エレクトロルミネッセンス基板と、
　前記有機エレクトロルミネッセンス基板の前記背面電極層上に配置され、フレキシブル
性を備え、かつ少なくとも金属層を有する封止基板と、
　前記封止基板の外周に形成され、前記有機エレクトロルミネッセンス基板および前記封
止基板の間に配置された封止部とを有し、
　前記有機エレクトロルミネッセンス基板の前記隔壁上に位置する前記背面電極層と前記
封止基板の前記金属層とが接触しており、
　前記有機エレクトロルミネッセンス基板および前記封止基板の間で前記封止部によって
封止された封止空間の圧力が大気圧よりも低いことを特徴とする有機エレクトロルミネッ
センスパネル。
【請求項２】
　前記封止基板が、前記金属層の前記有機エレクトロルミネッセンス基板側とは反対側の
表面に形成された絶縁層を有することを特徴とする請求項１に記載の有機エレクトロルミ
ネッセンスパネル。
【請求項３】
　前記封止基板が、前記有機エレクトロルミネッセンス基板側とは反対側の表面に放熱機
能層を有することを特徴とする請求項１または請求項２に記載の有機エレクトロルミネッ
センスパネル。
【請求項４】
　前記透明電極層の前記隔壁側の表面に補助電極がパターン状に形成され、前記補助電極
が前記隔壁が形成されている隔壁形成領域に配置されていることを特徴とする請求項１か
ら請求項３までのいずれかの請求項に記載の有機エレクトロルミネッセンスパネル。
【請求項５】
　前記封止空間の圧力と大気圧との差が１０ｋＰａ以上であることを特徴とする請求項１
から請求項４までのいずれかの請求項に記載の有機エレクトロルミネッセンスパネル。
【請求項６】
　透明基板、前記透明基板上に形成された透明電極層、前記透明電極層上にパターン状に
形成された絶縁性を有する隔壁、前記隔壁間の発光領域内に形成され、かつ少なくとも発
光層を有する有機エレクトロルミネッセンス層、ならびに前記隔壁および前記有機エレク
トロルミネッセンス層上に形成された背面電極層を有する有機エレクトロルミネッセンス
基板と、
　フレキシブル性を備え、かつ少なくとも金属層を有する封止基板とを準備し、
　前記有機エレクトロルミネッセンス基板の前記背面電極層側または前記封止基板の前記
金属層側の少なくとも一方の表面上に、前記有機エレクトロルミネッセンス基板および前
記封止基板を対向させて貼り合わせた際に前記封止基板の外周に位置するように封止材料
を配置し、
　次いで前記有機エレクトロルミネッセンス基板の前記背面電極層側と前記封止基板の前
記金属層側とが対向するように配置して、減圧下で封止を行い、有機エレクトロルミネッ
センスパネルを形成する減圧封止工程と、
　前記減圧下で封止された前記有機エレクトロルミネッセンスパネルを大気圧下に取り出
す開放工程と
を有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンスパネルの製造方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機エレクトロルミネッセンスパネルおよびその製造方法に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　有機エレクトロルミネッセンス（以下、エレクトロルミネッセンスをＥＬと略すことが
ある。）パネルは、有機ＥＬ素子を発光素子として備えるものであり、表示装置、照明装
置、光源などの各種用途に利用可能な自発光型パネルである。
【０００３】
　上記有機ＥＬパネルは、透明電極層、透明電極層上に形成され、かつ発光層を含む有機
ＥＬ層、および有機ＥＬ層上に形成された背面電極層を有する有機ＥＬ素子を有するもの
である。
【０００４】
　ここで上記構造を有する有機ＥＬパネルにおいては、電極層の抵抗によって電圧降下が
生じ、その結果、有機ＥＬ層の輝度の均一性が低下する、いわゆる輝度ムラの発生が問題
となっている。また、電極層の面積が大きくなるほどその抵抗はより大きくなることから
、上述した輝度ムラは特にパネルを大型化する場合に問題となる。
　このような問題に対しては、電極層よりも低抵抗な補助電極を形成し、これを電極層と
電気的に接続させた有機ＥＬパネルが提案されている（例えば特許文献１～特許文献２）
。
【０００５】
　また、有機ＥＬ素子は、水分に対する耐性が弱いため、有機ＥＬパネルを長期間安定的
に作動させるための封止構造が必要である。有機ＥＬパネルの封止構造としては、例えば
中空封止構造、固体封止構造、膜封止構造等が挙げられる。
　ここで、中空封止構造は、上述した有機ＥＬ素子が形成された透明基板および封止基板
の外周部に封止部を設けて封止を行う封止構造である。このような中空封止構造を有する
有機ＥＬパネルは、中空であるため強度等が十分ではないといった問題があった。
　また、水分による有機ＥＬ素子の劣化を防止するために、有機ＥＬ素子上にＣＶＤ法等
によりＳｉＮ等の保護層を形成することも試みられている。しかしながら、この場合は有
機ＥＬパネルの製造工程が煩雑になり、またＣＶＤ法を用いるため設備が大掛かりなもの
となることから製造コストが嵩むといった問題があった。
【０００６】
　また、上記中空封止構造の有機ＥＬパネルに用いられる封止基板としては、ガラスやガ
スバリア性を有する樹脂製フィルム等が用いられる。ここで、封止基板としてガラスを用
いた場合は、フレキシブル性が十分でないことから、割れが生じやすいといった問題があ
った。また、封止基板として上述した樹脂製フィルムを用いた場合は、ガスバリア性が十
分ではない場合があり、有機ＥＬパネル中に水分等が浸入して有機ＥＬ素子が劣化してし
まうといった問題があった。
【０００７】
　また、有機ＥＬ素子は、発光効率が１００％とはならないために、再結合により発生し
たエネルギーの一部は熱となる。そして、封止によって、発光の際のロスとして発生する
熱は必然的に有機ＥＬ素子内部で滞留しやすくなる。ところが、有機ＥＬ素子は一般的に
熱に弱い。このため、熱が長時間または大量に有機ＥＬ素子内部に滞留すると、発光ムラ
、熱による寿命の短縮、また最悪の場合には有機ＥＬ素子自体の破壊が生じるおそれがあ
る。特に照明用途の有機ＥＬ素子の場合にはこの問題が顕著に現れる。
　このような問題に対しては、封止部材または封止構造に放熱性を付与する検討がなされ
ている（例えば特許文献３）。
【０００８】
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　そこで、上述した電圧降下による輝度ムラの発生が防止され、強度が高く、有機ＥＬ素
子に発生した熱を効率良く放散可能な有機ＥＬパネルが望まれている。また、上述した大
掛かりな設備等が不要であり、低コストで有機ＥＬパネルを製造することが可能な有機Ｅ
Ｌパネルの製造方法が望まれている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００１－３４５１８５号公報
【特許文献２】特開２００３－９２１９２号公報
【特許文献３】特開２００６－３３１６９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、上述した電圧降下による輝度ムラを
低減させ、強度が高く、有機ＥＬ層からの発熱を効率良く放散して有機ＥＬ層の劣化を防
止することが可能な有機ＥＬパネル、および上述した有機ＥＬパネルを大掛かりな設備等
を用いずに、低コストで形成することが可能な有機ＥＬパネルの製造方法を提供すること
を主目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、上記課題を解決するために、透明基板、上記透明基板上に形成された透明電
極層、上記透明電極層上にパターン状に形成された絶縁性を有する隔壁、上記隔壁間の発
光領域内に形成され、かつ少なくとも発光層を有する有機ＥＬ層、ならびに上記隔壁およ
び上記有機ＥＬ層上に形成された背面電極層を有する有機ＥＬ基板と、上記有機ＥＬ基板
の上記背面電極層上に配置され、フレキシブル性を備え、かつ少なくとも金属層を有する
封止基板と、上記封止基板の外周に形成され、上記有機ＥＬ基板および上記封止基板の間
に配置された封止部とを有し、上記有機ＥＬ基板の上記隔壁上に位置する上記背面電極層
と上記封止基板の上記金属層とが接触しており、上記有機ＥＬ基板および上記封止基板の
間で上記封止部によって封止された封止空間の圧力が大気圧よりも低いことを特徴とする
有機ＥＬパネルを提供する。
【００１２】
　本発明によれば、フレキシブル性を有する封止基板を用いて有機ＥＬパネルが封止され
ていることから、封止空間の圧力および大気圧の圧力差によって、有機ＥＬ基板の隔壁上
の背面電極層と、封止基板の金属層とを接触させた状態で強固に封止することが可能とな
る。よって、有機ＥＬパネルの強度を向上させることが可能である。また、隔壁上の背面
電極層と金属層とが接触していることから、金属層を補助電極として用いることが可能と
なり、背面電極層のみを用いた場合に比べてより大きな電流を流すことが可能となること
から、上述した電圧降下による輝度ムラを低減することが可能となる。
　また、封止基板が熱伝導性の高い金属層を有することから、封止基板に放熱性を付与す
ることが可能となる。よって、有機ＥＬ層で発生した熱を効率良く有機ＥＬパネルの外部
へと放散することが可能となる。
【００１３】
　本発明においては、上記封止基板が、上記金属層の上記有機ＥＬ基板側とは反対側の表
面に形成された絶縁層を有することが好ましい。金属層は補助電極としても用いることが
可能であることから、上記絶縁層を有することにより、有機ＥＬパネルの取り扱いが容易
になるからである。
【００１４】
　本発明においては、上記封止基板が、上記有機ＥＬ基板側とは反対側の表面に放熱機能
層を有することが好ましい。これにより有機ＥＬ層で生じた熱を有機ＥＬパネルの外部に
より効率良く放散することが可能となり、有機ＥＬパネルの劣化をより好適に防止するこ
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とが可能となる。
【００１５】
　本発明においては、上記透明電極層の上記隔壁側の表面に補助電極がパターン状に形成
され、上記補助電極が上記隔壁が形成されている隔壁形成領域に配置されていることが好
ましい。発光領域を減少させることなく補助電極を配置することが可能となり、また電圧
降下による輝度ムラを抑制することが可能となる。
【００１６】
　本発明においては、上記封止空間の圧力と大気圧との差が１０ｋＰａ以上であることが
好ましい。これにより有機ＥＬ基板に形成された隔壁上の背面電極層と、封止基板の金属
層とをより強固に接触させることが可能となる。また、隔壁により封止基板が圧力差によ
って過剰に変形することから発光領域の有機ＥＬ層が破損等することを防止することが可
能となる。
【００１７】
　本発明は、透明基板、上記透明基板上に形成された透明電極層、上記透明電極層上にパ
ターン状に形成された絶縁性を有する隔壁、上記隔壁間の発光領域内に形成され、かつ少
なくとも発光層を有する有機ＥＬ層、ならびに上記隔壁および上記有機ＥＬ層上に形成さ
れた背面電極層を有する有機ＥＬ基板と、フレキシブル性を備え、かつ少なくとも金属層
を有する封止基板とを準備し、上記有機ＥＬ基板の上記背面電極層側または上記封止基板
の上記金属層側の少なくとも一方の表面上に、上記有機ＥＬ基板および上記封止基板を対
向させて貼り合わせた際に上記封止基板の外周に位置するように封止材料を配置し、次い
で上記有機ＥＬ基板の上記背面電極層側と上記封止基板の上記金属層側とが対向するよう
に配置して、減圧下で封止を行い、有機ＥＬパネルを形成する減圧封止工程と、上記減圧
下で封止された上記有機ＥＬパネルを大気圧下に取り出す開放工程とを有することを特徴
とする有機ＥＬパネルの製造方法を提供する。
【００１８】
　本発明によれば、上記減圧封止工程および開放工程を有することにより、有機ＥＬ基板
および封止基板の間に形成された封止空間の圧力を大気圧より低くすることが可能となり
、封止基板を変形させて、有機ＥＬ基板の隔壁上の背面電極層と封止基板の金属層とを強
固に接触させることが可能となる。本発明においては、封止基板はガスバリア性を有する
ものであり、また金属層および背面電極層を接触させる必要があることから、有機ＥＬ基
板の背面電極層上にＳｉＮ等の保護層を形成する必要がないため、大掛かりな設備等が不
要であり、低コストで有機ＥＬパネルを製造することが可能となる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明においては、フレキシブル性を有し、少なくとも金属層を有する封止基板を用い
て、減圧条件下で有機ＥＬ基板および封止基板を貼り合わせることにより、上述した電圧
降下による輝度ムラを低減させ、強度が高く、有機ＥＬ素子に発生した熱を効率良く放散
可能な有機ＥＬパネルを得ることができるといった作用効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の有機ＥＬパネルの一例を示す概略断面図である。
【図２】本発明の有機ＥＬパネルの他の例を示す概略断面図である。
【図３】本発明の有機ＥＬパネルの他の例を示す概略断面図である。
【図４】本発明の有機ＥＬパネルの他の例を示す概略断面図である。
【図５】本発明の有機ＥＬパネルに用いられる有機ＥＬ基板の一例を示す概略断面図であ
る。
【図６】本発明の有機ＥＬパネルの他の例を示す概略断面図である。
【図７】本発明の有機ＥＬパネルの他の例を示す概略断面図である。
【図８】本発明の有機ＥＬパネルの製造方法の一例を示す工程図である。
【発明を実施するための形態】
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【００２１】
　以下、本発明の有機ＥＬパネルおよびその製造方法について説明する。
【００２２】
Ａ．有機ＥＬパネル
　本発明の有機ＥＬパネルは、透明基板、上記透明基板上に形成された透明電極層、上記
透明電極層上にパターン状に形成された絶縁性を有する隔壁、上記隔壁間の発光領域内に
形成され、かつ少なくとも発光層を有する有機ＥＬ層、ならびに上記隔壁および上記有機
ＥＬ層上に形成された背面電極層を有する有機ＥＬ基板と、上記有機ＥＬ基板の上記背面
電極層上に配置され、フレキシブル性を備え、かつ少なくとも金属層を有する封止基板と
、上記封止基板の外周に形成され、上記有機ＥＬ基板および上記封止基板の間に配置され
た封止部とを有し、上記有機ＥＬ基板の上記隔壁上に位置する上記背面電極層と上記封止
基板の上記金属層とが接触しており、上記有機ＥＬ基板および上記封止基板の間で上記封
止部によって封止された封止空間の圧力が大気圧よりも低いことを特徴とするものである
。
【００２３】
　なお、本発明における「発光領域」とは、有機ＥＬパネルにおいて発光に寄与する領域
を指す。また、本発明における「外周」とは、封止基板の外側だけということではなく、
基板の内側で基板の外側に近い部分も含んでいる。
【００２４】
　ここで、本発明の有機ＥＬパネルについて図を用いて説明する。図１は本発明の有機Ｅ
Ｌパネルの一例を示す概略断面図である。図１に示すように、本発明の有機ＥＬパネル１
０は、透明基板１１、透明基板１１上に形成された透明電極層１２、透明電極層１２上に
パターン状に形成された絶縁性を有する隔壁１３、隔壁１３間の発光領域内に形成され、
かつ少なくとも発光層を有する有機ＥＬ層１４、ならびに隔壁１３および有機ＥＬ層１４
上に形成された背面電極層１５を有する有機ＥＬ基板１と、有機ＥＬ基板１の背面電極層
１５上に配置され、フレキシブル性を備え、かつ少なくとも金属層２１を有する封止基板
２と、封止基板２の外周に形成され、有機ＥＬ基板１および封止基板２の間に配置された
封止部３とを有し、有機ＥＬ基板１の隔壁１３上の背面電極層１５と封止基板２の金属層
２１とが接触しているものである。また、本発明の有機ＥＬパネル１０は、有機ＥＬ基板
１および封止基板２の間で封止部３によって封止された封止空間４の圧力が大気圧よりも
低いものである。
　なお、図１においては、封止基板２が金属層２１のみからなる場合について示している
。また、隔壁１３が導電性隔壁１３ａおよび絶縁性薄膜１３ｂからなる場合について示し
ている。導電性隔壁１３ａおよび絶縁性薄膜１３ｂについては後述するため、ここでの説
明は省略する。
【００２５】
　本発明によれば、フレキシブル性を有する封止基板を用いて、有機ＥＬパネルが封止さ
れていることから、封止空間の圧力および大気圧の圧力差によって、有機ＥＬ基板の隔壁
上の背面電極層と、封止基板の金属層とを接触させた状態で強固に封止することが可能と
なる。よって、有機ＥＬパネルの強度を向上させることが可能である。また、隔壁上の背
面電極層と金属層とが接触していることから、金属層を補助電極として用いることが可能
となり、背面電極層のみを用いた場合に比べてより大きな電流を流すことが可能となるこ
とから、上述した電圧降下による輝度ムラを低減することが可能となる。
　また、封止基板が熱伝導性の高い金属層を有することから、封止基板に放熱性を付与す
ることが可能となる。よって、有機ＥＬ層で発生した熱を効率良く有機ＥＬパネルの外部
へと放散することが可能となる。
【００２６】
　また、本発明によれば、封止基板が金属層を有することにより、樹脂製フィルム等の封
止基板に比べてガスバリア性を高いものとすることができる。また封止基板としてガラス
を用いる場合に比べ、有機ＥＬパネルの強度を高めることができる。さらに、封止基板は
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ガスバリア性を有すること、また金属層および背面電極層を接触させる必要があることか
ら、有機ＥＬ基板の背面電極層上にＳｉＮ等の保護層が必要ないため、有機ＥＬパネルを
製造する際に大掛かりな設備等が不要であり、簡便な製造方法を用いることが可能である
ため、低コストの有機ＥＬパネルとすることができる。
　以下、本発明の有機ＥＬパネルについて詳細に説明する。
【００２７】
１．封止空間の圧力
　本発明における封止空間の圧力としては、大気圧よりも小さい圧力であれば特に限定さ
れない。本発明においては、上記封止空間の圧力と大気圧との差が１０ｋＰａ以上、なか
でも２０ｋＰａ～１００ｋＰａの範囲内、特に４０ｋＰａ～８０ｋＰａの範囲内であるこ
とが好ましい。上記封止空間の圧力と大気圧との差が上記範囲に満たない場合は、有機Ｅ
Ｌ基板の隔壁上の背面電極層と封止基板の金属層とを接触させた状態で強固に封止するこ
とが困難となる可能性があるからである。また、上記封止空間の圧力と大気圧との差の上
限値は、封止基板が変形して発光領域の背面電極層と接触し、発光領域の有機ＥＬ層を圧
迫して有機ＥＬ層を劣化させない値にする。上記上限値は隔壁の高さおよび隔壁のピッチ
に依存するが、上限値の目安としては１００ｋＰａである。
【００２８】
２．封止基板
　本発明に用いられる封止基板は、上記有機ＥＬ基板の上記背面電極層上に配置されるも
のであり、フレキシブル性を備え、かつ少なくとも金属層を有するものである。
　ここで、封止基板のフレキシブル性としては、封止空間の圧力および大気圧の圧力差に
よって封止基板が変形することができる程度のフレキシブル性を指す。具体的には、封止
基板のフレキシブル性とは、封止基板を直径４００ｍｍの管に巻き取った際に、封止基板
が破損しない程度のフレキシブル性を指す。
【００２９】
　ここで、封止基板としては、上述したフレキシブル性を有し、かつ少なくとも金属層を
有するものであれば特に限定されるものではなく、具体的には図１に示すように、封止基
板２が金属層２１のみからなる態様（第１態様）と、図２に示すように、封止基板２が金
属層２１および絶縁層２２の積層体からなる態様（第２態様）と、図３および図４に示す
ように、封止基板２が金属層２１および放熱機能層５を有する態様（第３態様）とを挙げ
ることができる。ここで、図２は本発明の有機ＥＬパネルの他の例を示す概略断面図であ
り、図２において説明していない符号については、図１と同様とすることができるので、
ここでの説明は省略する。
　なお、封止基板が第２態様である場合は、金属層および絶縁層の積層体が上述したフレ
キシブル性を示すものである。また、封止基板が第３態様である場合は、金属層および放
熱機能層を有する封止基板が上述したフレキシブル性を示すものである。
　以下、封止基板の各態様について説明する。
【００３０】
（１）第１態様
　本発明に用いられる封止基板の第１態様は、金属層のみからなるものである。このよう
な封止基板としては、具体的には金属基材を用いることができる。
【００３１】
　このような金属基材の厚みとしては、上述したフレキシブル性を有し、かつガスバリア
性を有する程度の厚みであれば特に限定されるものではない。具体的には、１０μｍ～８
００μｍの範囲内、なかでも２０μｍ～５００μｍの範囲内、特に３０μｍ～３５０μｍ
の範囲内であることが好ましい。金属基材の厚みが上記範囲に満たない場合は、有機ＥＬ
パネルに用いた場合に、封止空間の圧力および大気圧の圧力差により金属基材が破損した
り、水蒸気に対するガスバリア性が低下したりする可能性があるからである。また金属基
材の厚みが上記範囲を超える場合は、封止空間の圧力および大気圧の圧力差により金属基
材が十分に変形せず、金属基材と有機ＥＬ基板の隔壁上の背面電極層とを十分に接触させ
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ることが困難となる可能性があるからである。
　なお、金属基材についてはその厚みが薄い程、放熱性の高いものとすることができるこ
とから、上記範囲内においては金属基材の厚みはより薄いことが好ましい。
【００３２】
　金属基材に用いられる金属材料としては、上述したフレキシブル性およびガスバリア性
を示す金属基材を形成することができるものであれば特に限定されるものではない。ここ
で、本発明における金属層は、背面電極層と接触することにより、補助電極としても用い
られるものであることから、金属基材に用いられる金属材料としては電気伝導性に優れた
ものであることがより好ましい。
　このような金属材料としては具体的には、アルミニウム、銅、銅合金、リン青銅、ステ
ンレス鋼（ＳＵＳ）、金、金合金、ニッケル、ニッケル合金、銀、銀合金、スズ、スズ合
金、チタン、鉄、鉄合金、亜鉛、モリブデン等を挙げることができ、中でもアルミニウム
、銅等を用いることが好ましい。上述した金属材料は導電性が高く、また放熱性について
も優れたものであるからである。
【００３３】
　金属基材の作製方法については、一般的な金属基材の作製方法と同様とすることができ
、例えば圧延箔を得る方法であってもよく、電解箔を得る方法であってもよいが、ガスバ
リア性が良好であることから、圧延箔を得る方法を用いて金属基材を形成することが好ま
しい。
【００３４】
（２）第２態様
　本発明に用いられる封止基板の第２態様は、金属層および絶縁層の積層体からなるもの
である。なお、本発明の有機ＥＬパネルにおいて第２態様の封止基板を用いる場合は、封
止基板の金属層側が有機ＥＬ基板が配置される側となり、封止基板の絶縁層側が有機ＥＬ
基板が配置されない側となるように用いられる。
　このような封止基板としては具体的には、上述した金属基材の一方の表面上に絶縁性薄
膜が形成されたものや、絶縁性を有するフィルム基材上に金属薄膜が形成されたものを挙
げることができる。
【００３５】
　封止基板が、上述した金属基材の一方の表面上に絶縁性薄膜が形成されたものである場
合、上記絶縁性薄膜の厚みとしては、絶縁性を有することができる程度の厚みであれば特
に限定されるものではない。具体的には、１μｍ～３００μｍの範囲内、なかでも２μｍ
～２００μｍの範囲内、特に５μｍ～１００μｍの範囲内であることが好ましい。絶縁性
薄膜の厚みが上記範囲に満たない場合は、所望の絶縁性を示すことが困難である可能性が
あり、絶縁性薄膜の厚みが上記範囲を超える場合は、封止基板のフレキシブル性が損なわ
れるおそれがあるからである。
　また、放熱性の観点から絶縁性薄膜は薄い程、封止基板の放熱性は向上することから、
上記範囲内においては、絶縁性薄膜の厚みはより薄いことが好ましい。
【００３６】
　上記絶縁性薄膜に用いられる材料としては、一般的な絶縁性部材に用いられる樹脂材料
を用いることが可能であるが、なかでも熱伝導性が高く、耐熱性を有する材料であること
が好ましい。絶縁性薄膜の材料としては、ポリイミド樹脂、フッ素樹脂、シリコーン樹脂
、ウレタン樹脂、ナイロン樹脂、エポキシ樹脂、PEEK樹脂、アクリル樹脂、ポリビニール
ブチラール樹脂、ポリビニルアセタール樹脂等の、単体または複合材料が挙げられる。
　また、絶縁性薄膜の作製方法については、一般的な樹脂製薄膜の形成方法と同様とする
ことができる。
【００３７】
　一方、封止基板が絶縁性を有するフィルム基材上に金属薄膜が形成されたものである場
合、フィルム基材の厚みとしては、上述したフレキシブル性を有し、かつ金属薄膜を形成
可能な程度の自己支持性を有することが可能であれば特に限定されない。このようなフィ
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ルム基材の厚みとしては、５μｍ～５００μｍの範囲内、なかでも１０μｍ～３００μｍ
の範囲内、特に２０μｍ～２００μｍの範囲内であることが好ましい。フィルム基材の厚
みが上記範囲を超える場合は、上述したフレキシブル性を有することが困難となる可能性
があるからである。また、上記範囲に満たない厚みを有するフィルム基材は作製すること
が困難である。なお、放熱性の観点から上記範囲内においてはフィルム基材の厚みはより
薄い方が好ましい。
【００３８】
　上記フィルム基材に用いられる材料としては、絶縁性を有し、フィルム状に形成するこ
とができるものであれば特に限定されるものではなく、一般的な樹脂製フィルム基材に用
いられるものと同様とすることができるが、なかでも熱伝導性が高く、耐熱性を有するも
のであることが好ましい。具体的には、上述した絶縁性薄膜に用いられる材料と同様の材
料を用いることができる。
【００３９】
　なお、本発明においては、フィルム基材上に金属薄膜を形成することにより、封止基板
にガスバリア性を付与することが可能であることから、フィルム基材のガスバリア性の有
無については特に限定されるものではないが、ガスバリア性を有するものであることがよ
り好ましい。
【００４０】
　また、上記フィルム基材に形成される金属薄膜の厚みとしては、封止基板にフレキシブ
ル性、ガスバリア性および導電性を付与することが可能であれば特に限定されるものでは
ない。具体的には、５μｍ～８００μｍの範囲内、なかでも１０μｍ～５００μｍの範囲
内、特に２０μｍ～３５０μｍの範囲内であることが好ましい。金属薄膜の厚みが上記範
囲に満たない場合は、封止基板に所望のガスバリア性および導電性を付与することが困難
となるからである。また、厚みが上記範囲を超えるような金属薄膜は形成することが困難
であるからである。
【００４１】
　上記金属薄膜に用いられる金属材料としては、上述した第１態様の金属層に用いられる
金属材料と同様とすることができるので、ここでの説明は省略する。
　また、金属薄膜の形成方法としては、例えば、フィルム基材上に一般的な蒸着法を用い
て金属蒸着膜を形成する方法、フィルム基材上に一般的なメッキ法を用いて金属メッキ膜
を形成する方法、フィルム基材上に金属箔を接着剤等を介して貼り合わせる方法等を挙げ
ることができる。
　なお、封止基板が絶縁性を有するフィルム基材上に金属薄膜が形成されたものである場
合、通常、金属薄膜はフィルム基材全面に形成されるが、本発明の有機ＥＬパネルがパッ
シブマトリクス駆動方式の有機ＥＬパネルである場合は、金属薄膜をパターン状に形成す
ることもできる。
【００４２】
（３）第３態様
　本発明に用いられる封止基板の第３態様は、金属層および放熱機能層を有するものであ
る。本発明においては、上記封止基板が、上記有機ＥＬ基板側とは反対側の表面に放熱機
能層を有することが好ましい。これにより有機ＥＬ層で生じた熱を有機ＥＬパネルの外部
により効率良く放散することが可能となり、有機ＥＬパネルの劣化をより好適に防止する
ことが可能となる。
【００４３】
　上記放熱機能層としては、有機ＥＬパネル内部に滞留している熱を放散させることがで
きるものであれば特に限定されるものではない。このような放熱機能層としては、例えば
金属基材の一方の表面上に凹凸を形成したもの等を好適に用いることができる。上述した
凹凸形状を有する金属基材は、金属製であることから熱伝導性が高く、また凹凸形状が形
成されている面を空気と接触させることにより、熱拡散が良好となり、高い放熱性を示す
ことができる。
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【００４４】
　放熱機能層に用いられる金属基材としては、上記第１態様の項で説明した金属基材と同
様とすることができるので、ここでの説明は省略する。
【００４５】
　金属基材に形成される凹凸の寸法や形状としては、金属基材の空気との接触面における
表面積を増やすことができれば特に限定されるものではない。凹凸の幅、高さ、ピッチ等
としては、金属基材の種類や有機ＥＬパネルの用途等に応じて適宜選択され、例えばシミ
ュレーションにより熱伝導に好適な範囲を求めることができる。
【００４６】
　本発明において、上記金属基材への凹凸の形成方法としては、例えば金属基材の表面に
直接、エンボス加工、エッチング加工、サンドブラスト加工、フロスト加工、スタンプ加
工などの加工を施す方法、フォトレジスト等を用いて凹凸パターンを形成する方法、メッ
キ方法等が挙げられる。エンボス加工の場合、例えば表面に凹凸を有する圧延ロールを用
いてもよい。エッチング加工の場合、金属基材の種類に応じて薬剤が選択される。
　中でも、コスト面から、エンボス加工、エッチング加工が好ましく用いられる。
【００４７】
　本発明においては、図３に示すように、金属層２１と放熱機能層５とを一体で形成して
もよく、図示はしないが金属層と放熱機能層とを別体で形成してもよい。金属層と放熱機
能層とが一体である場合は、封止基板の作製を容易に行うことができる。なお、図３は本
発明の有機ＥＬパネルの他の一例を示す概略断面図であり、説明していない符号について
は、図１と同様とすることができる。
　金属層と放熱機能層とが一体であり、金属層が放熱機能層を兼ねている場合、金属層と
しては、上記第１態様の項に記載した金属基材と同様とすることができる。
【００４８】
　金属層と放熱機能層とが別体である場合、金属層と放熱機能層とが貼り合わされていて
もよく、金属層と放熱機能層との間に絶縁層が形成されていてもよい。
　放熱機能層と金属層とが貼り合わされている場合、放熱機能層と金属層とを貼り合わせ
る方法としては、例えば、ロウ付け、溶接、半田等により放熱機能層と金属層と接合する
方法、あるいは、エポキシ樹脂等の接着剤を介して放熱機能層と金属層とを貼り合わせる
方法を挙げることができる。
　この場合、金属層としては、上記第１態様の項に記載した金属基材と同様とすることが
できる。
【００４９】
　一方、金属層と放熱機能層との間に絶縁層が形成されている場合は、図４に示すように
、絶縁層２２上に接着層６を介して放熱機能層５を貼り合わせてもよいし、図示はしない
が、絶縁層が接着性を有する場合は、絶縁層上に直接放熱機能層を配置してもよい。なお
、図４は本発明の有機ＥＬパネルの他の一例を示す概略断面図であり、説明していない符
号については、図１と同様とすることができる。
　この場合、金属層および絶縁層としては、上記第２態様の項に記載した金属層および絶
縁層とそれぞれ同様とすることができる。
【００５０】
　絶縁層上に接着層を介して放熱機能層を貼り合わせる場合は、上述したエポキシ樹脂等
の接着剤を接着層として用いることができる。
【００５１】
　絶縁層が接着性を有する場合は、上述した絶縁性薄膜が接着性を有していてもよく、上
述したフィルム基材が接着性を有していてもよい。これにより、絶縁層上に接着剤を介す
ることなく、放熱機能層を配置することが可能となる。
【００５２】
（４）封止基板
　本発明においては、上述した第１態様の封止基板と第２態様の封止基板と第３態様の封
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止基板とのいずれも用いることが可能であるが、第２態様の封止基板、または第３態様の
封止基板のうち金属層と放熱機能層との間に絶縁層が形成されているものを用いることが
より好ましい。上記金属層は補助電極として用いることが可能であることから、上記絶縁
層を有することにより、有機ＥＬパネルの使用時等の感電を防止することができ、また有
機ＥＬパネルの取り扱いが容易になるからである。
【００５３】
３．有機ＥＬ基板
　本発明に用いられる有機ＥＬ基板は、透明基板と、上記透明基板上に形成された透明電
極層と、上記透明電極層上にパターン状に形成された絶縁性を有する隔壁と、上記隔壁間
の発光領域内に形成され、かつ少なくとも発光層を有する有機ＥＬ層と、上記隔壁および
上記有機ＥＬ層上に形成された背面電極層とを有するものである。以下、有機ＥＬ基板に
おける各構成について説明する。
【００５４】
（１）隔壁
　本発明に用いられる隔壁は、透明電極層上にパターン状に形成されるものであり、絶縁
性を有するものである。なお、通常隔壁が形成されている領域は発光領域として用いられ
ない領域である。
【００５５】
　隔壁のパターン形状としては、具体的には、格子状、ストライプ状を挙げることができ
る。本発明においては中でも格子状であることが好ましい。詳しくは後述するが、本発明
においては、隔壁が形成されている隔壁形成領域に透明電極層に接して補助電極を形成す
ることが好ましいことから、隔壁のパターン形状が格子状であることにより、ストライプ
形状に比べて、補助電極を配置可能な領域が増え、有機ＥＬパネルの全面により均一に補
助電極を配置可能となる。これにより、透明電極層の抵抗による電圧降下を低減すること
が可能となる。また、隔壁のパターン形状が格子状であることにより、ストライプ形状に
比べて有機ＥＬパネルの強度を向上させることができるからである。
【００５６】
　上記隔壁の断面形状としては、上記隔壁上に形成される背面電極層に断線が生じないよ
うな形状であれば特に限定されるものではなく、例えば台形状（順テーパー形状）、矩形
状を挙げることができるが、順テーパー形状であることがより好ましい。これにより、背
面電極層の断線をより好適に防止することができるからである。
　また、上記隔壁の断面形状が順テーパー形状である場合、テーパー角θとしては、背面
電極層に断線が生じない程度の角度であれば特に限定されないが、４５°≦θ＜９０°の
範囲内、なかでも６０°≦θ＜９０°の範囲内、特に７０°≦θ＜９０°の範囲内である
ことが好ましい。テーパー角θを上記範囲内とすることにより、より好適に背面電極層の
断線を防止することが可能となるからである。
　なお、隔壁のテーパー角θとは、図５における順テーパー形状の隔壁１３においてθで
示される角度を指す。なお、図５は、本発明の有機ＥＬパネルに用いられる有機ＥＬ基板
の一例を示す概略断面図である。また、説明していない符号については、図１と同様とす
ることができるので、ここでの説明は省略する。
【００５７】
　上記隔壁の高さとしては、隔壁上および有機ＥＬ層上に背面電極層を断線させることな
く形成することが可能であり、隔壁上に形成された背面電極層が上記封止基板の金属層と
接触することができ、かつ発光領域に形成された背面電極層が上記封止基板の金属層と接
触しないような高さであれば特に限定されるものではない。具体的には、１μｍ～３０μ
ｍの範囲内、なかでも２μｍ～２０μｍの範囲内、特に３μｍ～１０μｍの範囲内である
ことが好ましい。上記隔壁の高さが上記範囲に満たない場合は、有機ＥＬパネルとした際
に、封止空間の圧力および大気圧の圧力差により変形した封止基板によって有機ＥＬ層が
損傷する恐れがあるからである。また、上記隔壁の高さが上記範囲を超える場合は、隔壁
上および有機ＥＬ層上に形成される背面電極層に断線を生じる可能性があり、また発光領



(12) JP 2012-79419 A 2012.4.19

10

20

30

40

50

域内に均一に有機ＥＬ層を形成することが困難となる可能性があるからである。
　なお、隔壁の高さとは、透明電極層表面から隔壁の上底面までの高さを指すものである
。
【００５８】
　また、隔壁のピッチとしては、隔壁上の背面電極層と封止基板の金属層とが接触し、か
つ発光領域の背面電極層と封止基板の金属層とが接触しないようなピッチであれば特に限
定されるものではない。具体的には、２０μｍ～１０，０００μｍの範囲内、なかでも５
０μｍ～２，０００μｍの範囲内、特に１００μｍ～１，０００μｍの範囲内であること
が好ましい。隔壁のピッチが上記範囲に満たない場合は、有機ＥＬパネルの開口率が低下
することから、照明装置等に用いた場合に十分な輝度を得ることが困難となるからである
。また、隔壁のピッチが上記範囲を超える場合は、封止空間の圧力および大気圧の圧力差
により変形した封止基板の撓みが大きくなることから、発光領域の背面電極層と接触して
、封止基板により有機ＥＬ層が圧迫されて損傷する恐れがあるからである。また、有機Ｅ
Ｌパネルに十分な強度を付与することが困難となるからである。
　なお、隔壁のピッチとは隔壁の中心部分から隣接する隔壁の中心部分までの距離を指し
、具体的には図５においてｘで示される距離である。
【００５９】
　上記隔壁の線幅としては、隔壁上の背面電極層と封止基板の金属層とが接触し、かつ発
光領域の背面電極層と封止基板の金属層とが接触しないような線幅であれば特に限定され
るものではない。具体的には、１μｍ～３００μｍの範囲内、なかでも５μｍ～２００μ
ｍの範囲内、特に１０μｍ～１００μｍの範囲内であることが好ましい。隔壁の線幅が上
記範囲に満たない場合は、隔壁上に配置される封止基板を支持することが困難となる可能
性があるからである。また、隔壁の線幅が上記範囲を超える場合は、有機ＥＬパネルの開
口率が低下することから、照明装置等に用いた場合に十分な輝度を得ることが困難となる
からである。
　なお、隔壁の線幅とは、隔壁が順テーパー形状を有する場合は底辺の幅を指し、具体的
には図５においてｙで示される距離である。
【００６０】
　上述した隔壁としては、絶縁性を有するものであれば特に限定されるものではない。例
えば、図５に示されるように、絶縁性材料を用いて形成された隔壁１３であってもよいし
、図１に示すように、導電性隔壁１３ａを覆うように絶縁性薄膜１３ｂを形成したものを
隔壁１３として用いることも可能である。隔壁１３が導電性隔壁１３ａと絶縁性薄膜１３
ｂとを有する場合、導電性隔壁１３ａは補助電極１６として機能する。
【００６１】
　上記隔壁が絶縁性材料のみを用いて形成されたものである場合に用いられる材料として
は、有機ＥＬパネルの隔壁に一般的に使用される材料を採用することができ、例えば、感
光性ポリイミド樹脂、アクリル系樹脂、ノボラック系樹脂、スチレン系樹脂、フェノール
系樹脂、メラミン系樹脂等の光硬化型樹脂または熱硬化型樹脂、および無機材料等を挙げ
ることができる。
　隔壁の形成方法としては、フォトリソグラフィー法、印刷法等の一般的な方法を用いる
ことができる。
【００６２】
　一方、上記隔壁が導電性隔壁および絶縁性薄膜からなる場合、絶縁性薄膜に用いられる
材料およびその形成方法については、上述した絶縁性材料を用いた隔壁の材料およびその
形成方法と同様とすることができるので、ここでの説明は省略する。
　また、導電性隔壁については後述する補助電極と同様とすることができるので、ここで
の記載は省略する。
【００６３】
（２）背面電極層
　本発明に用いられる背面電極層は、隔壁上および有機ＥＬ層上に形成されるものである
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。また、本発明においては、通常、背面電極層は隔壁上および有機ＥＬ層上に一面となる
ように連続して形成されるものである。
【００６４】
　背面電極層は、陽極であっても陰極であってもよいが、通常は陰極として形成される。
　陰極としては、電子が注入し易いように仕事関数の小さい導電性材料を用いることが好
ましく、有機ＥＬパネルの陰極に一般的に用いられるものを使用することができる。この
ような導電性材料としては、例えば、Ｌｉ、Ｎａ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｃａ、Ａｇ、Ｉｎ等の金
属、またはこれらの金属の１種以上を含む合金、例えばＭｇＡｇ、ＡｌＬｉ、ＡｌＣａ、
ＡｌＭｇ等の合金が挙げられる。中でも、Ａｌ、Ａｇの金属、またはＭｇＡｇ、ＡｌＬｉ
、ＡｌＣａ、ＡｌＭｇ等のＡｌ、Ａｇを含む合金が好ましく用いられる。
【００６５】
　背面電極層の膜厚としては、上記封止基板の金属層と接触して導通することが可能な厚
みであれば特に限定されるものではなく、例えば１０ｎｍ～１μｍの範囲内とすることが
でき、好ましくは５０ｎｍ～５００ｎｍの範囲内である。
【００６６】
　背面電極層の形成方法としては、一般的な電極の形成方法を採用することができる。
　なお、本発明の有機ＥＬパネルがパッシブマトリクス駆動方式の有機ＥＬパネルである
場合は、背面電極層をパターン状に形成することもできる。
【００６７】
（３）透明電極層
　本発明に用いられる透明電極層は、透明基板上に形成されるものである。本発明におい
ては、透明電極層側から光が取り出される。
【００６８】
　透明電極層は、陽極であっても陰極であってもよいが、通常は陽極として形成される。
　陽極としては、正孔が注入し易いように仕事関数の大きい導電性材料を用いることが好
ましく、有機ＥＬパネルの陽極に一般的に用いられるものを使用することができる。例え
ば、ＩＴＯ（酸化インジウム錫）、ＩＺＯ（酸化インジウム亜鉛）、酸化インジウム、酸
化錫等が挙げられる。
【００６９】
　透明電極層の形成方法としては、一般的な電極の形成方法を採用することができる。
　上記透明電極層は、通常、透明基板全面に形成されるものであるが、本発明の有機ＥＬ
パネルが、パッシブマトリクス駆動方式の有機ＥＬパネルである場合は、透明電極層はパ
ターン状に形成することもできる。
【００７０】
（４）有機ＥＬ層
　本発明に用いられる有機ＥＬ層は、透明電極層上の隔壁間の発光領域内に形成され、少
なくとも発光層を含むものである。
【００７１】
　有機ＥＬ層は、少なくとも発光層を含む１層もしくは複数層の有機層を有するものであ
る。すなわち、有機ＥＬ層とは、少なくとも発光層を含む層であり、その層構成が有機層
１層以上の層をいう。通常、ウェットプロセスで有機ＥＬ層を形成する場合は、溶媒との
関係で多数の層を積層することが困難であることから、１層もしくは２層の有機層で構成
される場合が多いが、有機材料を工夫したり、真空蒸着法を組み合わせたりすることによ
り、さらに多数層とすることも可能である。
【００７２】
　発光層以外に有機ＥＬ層を構成する層としては、正孔注入層、電子注入層、正孔輸送層
、電子輸送層等を挙げることができる。正孔輸送層は、正孔注入層に正孔輸送の機能を付
与することにより、正孔注入層と一体化される場合がある。また、電子輸送層は、電子注
入層に電子輸送の機能を付与することにより、電子注入層と一体化される場合がある。さ
らに、有機ＥＬ層を構成する層としては、キャリアブロック層のような正孔もしくは電子
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の突き抜けを防止し、再結合効率を高めるための層等を挙げることができる。
【００７３】
　有機ＥＬ層は隔壁間の発光領域内にのみ形成されていてもよく、隔壁間の発光領域内及
び隔壁上に形成されていてもよい。
【００７４】
　以下、有機ＥＬ層における各構成について説明する。
【００７５】
（ａ）発光層
　本発明における発光層に用いられる材料としては、例えば、色素系材料、金属錯体系材
料、高分子系材料等の発光材料を挙げることができる。
【００７６】
　色素系材料としては、シクロペンタジエン誘導体、テトラフェニルブタジエン誘導体、
トリフェニルアミン誘導体、オキサジアゾール誘導体、ピラゾロキノリン誘導体、ジスチ
リルベンゼン誘導体、ジスチリルアリーレン誘導体、シロール誘導体、チオフェン環化合
物、ピリジン環化合物、ペリノン誘導体、ペリレン誘導体、オリゴチオフェン誘導体、ト
リフマニルアミン誘導体、オキサジアゾールダイマー、ピラゾリンダイマーなどを挙げる
ことができる。
【００７７】
　また、金属錯体系材料としては、アルミキノリノール錯体、ベンゾキノリノールベリリ
ウム錯体、ベンゾオキサゾール亜鉛錯体、ベンゾチアゾール亜鉛錯体、アゾメチル亜鉛錯
体、ポルフィリン亜鉛錯体、ユーロビウム錯体等、中心金属にＡｌ、Ｚｎ、Ｂｅ等または
、Ｔｂ、Ｅｕ、Ｄｙ等の希土類金属を有し、配位子にオキサジアゾール、チアジアゾール
、フェニルピリジン、フェニルベンゾイミダゾール、キノリン構造等を有する金属錯体を
挙げることができる。
【００７８】
　さらに、高分子系材料としては、ポリパラフェニレンビニレン誘導体、ポリチオフェン
誘導体、ポリパラフェニレン誘導体、ポリシラン誘導体、ポリアセチレン誘導体、ポリビ
ニルカルバゾール等、ポリフルオレン誘導体、ポリキノキサリン誘導体、およびそれらの
共重合体等を挙げることができる。
【００７９】
　上記発光層中には、発光効率の向上、発光波長を変化させる等の目的でドーピング剤を
添加してもよい。このようなドーピング剤としては、例えば、ペリレン誘導体、クマリン
誘導体、ルブレン誘導体、キナクリドン誘導体、スクアリウム誘導体、ポルフィリン誘導
体、スチリル系色素、テトラセン誘導体、ピラゾリン誘導体、デカシクレン、フェノキサ
ゾン、キノキサリン誘導体、カルバゾール誘導体、フルオレン誘導体を挙げることができ
る。
【００８０】
　発光層の厚みとしては、電子と正孔との再結合の場を提供して発光する機能を発現する
ことができる厚みであれば特に限定されるものではなく、例えば１ｎｍ～５００ｎｍ程度
とすることができる。
【００８１】
　発光層は、赤・緑・青等の複数色の発光部を有するようにパターン状に形成されていて
もよい。これにより、カラー表示が可能な有機ＥＬパネルを得ることができる。
【００８２】
　発光層の形成方法としては、一般的な発光層の形成方法を採用することができ、ウェッ
トプロセスおよびドライプロセスのいずれも用いることができる。例えば、真空蒸着法、
印刷法、インクジェット法、スピンコート法、キャスティング法、ディッピング法、バー
コート法、スリットコート法、ブレードコート法、ロールコート法、グラビアコート法、
グラビアオフセット印刷法、フレキソ印刷法、スプレーコート法、自己組織化法（交互吸
着法、自己組織化単分子膜法）等を挙げることができる。
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【００８３】
（ｂ）正孔注入層および正孔輸送層
　本発明において、正孔輸送層は、正孔注入層に正孔輸送の機能を付与することにより、
正孔注入層と一体化される場合がある。すなわち、正孔注入層は、正孔注入機能のみを有
していてもよく、正孔注入機能および正孔輸送機能の両機能を有していてもよい。
【００８４】
　正孔注入層に用いられる材料としては、発光層内への正孔の注入を安定化させることが
できる材料であれば特に限定されるものではなく、上記発光層の発光材料に例示した化合
物の他、フェニルアミン系、スターバースト型アミン系、フタロシアニン系、酸化バナジ
ウム、酸化モリブデン、酸化ルテニウム、酸化アルミニウム、酸化チタン等の酸化物、ア
モルファスカーボン、ポリアニリン、ポリチオフェン、ポリフェニレンビニレン誘導体等
を用いることができる。具体的には、ビス（Ｎ－（（１－ナフチル）－Ｎ－フェニル）ベ
ンジジン（α－ＮＰＤ）、４，４’，４”－トリス（３－メチルフェニルフェニルアミノ
）トリフェニルアミン（ｍ－ＭＴＤＡＴＡ）、ポリ（３，４エチレンジオキシチオフェン
）－ポリスチレンスルホン酸（ＰＥＤＯＴ－ＰＳＳ）、ポリビニルカルバゾール（ＰＶＣ
ｚ）等が挙げられる。
【００８５】
　また、正孔注入層の厚みとしては、正孔注入機能や正孔輸送機能が十分に発揮される厚
みであれば特に限定されないが、具体的には０．５ｎｍ～５００ｎｍの範囲内、中でも１
０ｎｍ～２００ｎｍの範囲内であることが好ましい。
　正孔注入層の形成方法としては、上記発光層の形成方法と同様とすることができる。
【００８６】
（ｃ）電子注入層
　本発明において、電子輸送層は、電子注入層に電子輸送の機能を付与することにより、
電子注入層と一体化される場合がある。すなわち、電子注入層は、電子注入機能のみを有
していてもよく、電子注入機能および電子輸送機能の両機能を有していてもよい。
【００８７】
　電子注入層に用いられる材料としては、発光層内への電子の注入を安定化させることが
できる材料であれば特に限定されるものではなく、上記発光層の発光材料に例示した化合
物の他、アルミリチウム合金、フッ化リチウム、フッ化ナトリウム、ストロンチウム、酸
化マグネシウム、フッ化マグネシウム、フッ化ストロンチウム、フッ化カルシウム、フッ
化バリウム、酸化アルミニウム、酸化ストロンチウム、カルシウム、ポリメチルメタクリ
レート、ポリスチレンスルホン酸ナトリウム、リチウム、セシウム、フッ化セシウム等の
ようにアルカリ金属類、およびアルカリ金属類のハロゲン化物、アルカリ金属の有機錯体
等を用いることができる。
【００８８】
　また、電子輸送性の有機材料にアルカリ金属あるいはアルカリ土類金属をドープした金
属ドープ層を形成し、これを電子注入層とすることもできる。上記電子輸送性の有機材料
としては、例えばバソキュプロイン、バソフェナントロリン、フェナントロリン誘導体等
を挙げることができ、ドープする金属としては、Ｌｉ、Ｃｓ、Ｂａ、Ｓｒ等が挙げられる
。
【００８９】
　上記電子注入層の厚みとしては、電子注入機能や電子輸送機能が十分に発揮される厚み
であれば特に限定されない。
　電子注入層の形成方法としては、上記発光層の形成方法と同様とすることができる。
【００９０】
（ｄ）電子輸送層
　本発明における電子輸送層に用いられる材料としては、陰極から注入された電子を発光
層内へ輸送することが可能な材料であれば特に限定されるものではなく、例えばバソキュ
プロイン、バソフェナントロリン、フェナントロリン誘導体、トリアゾール誘導体、オキ
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サジアゾール誘導体、トリス（８－キノリノラト）アルミニウム錯体（Ａｌｑ３）の誘導
体等を挙げることができる。
【００９１】
　上記電子輸送層の厚みとしては、電子輸送機能が十分に発揮される厚みであれば特に限
定されない。
　電子輸送層の形成方法としては、上記発光層の形成方法と同様とすることができる。
【００９２】
（５）透明基板
　本発明に用いられる透明基板は、上述した透明電極層、隔壁、有機ＥＬ層および背面電
極層を支持するものである。
　このような透明基板としては、例えば、ガラス板等の可撓性のないリジット材あるいは
樹脂製フィルム等の可撓性を有するフレキシブル材を挙げることができる。樹脂製フィル
ム等のフレキシブル材は、加工性に優れており、コスト低減や軽量化、割れにくい有機Ｅ
Ｌパネルの実現において有用であり、曲面への適用等、種々のアプリケーションへの適用
可能性が広がるという利点を有する。また、フレキシブル性を有する厚み２００μｍ以下
の薄化されたガラスや、この薄化ガラスと樹脂製フィルムを接着材、粘着材等により積層
化されたフレキシブル材を用いることもできる。また、必要に応じて水分、酸素等のガス
を遮断するガスバリア性を有する透明基板を用いてもよい。
【００９３】
（６）補助電極
　本発明においては、透明電極層と接して補助電極がパターン状に形成されていてもよい
。
　本発明に用いられる補助電極は透明電極層の抵抗を低減するために用いられるものであ
る。補助電極を形成することにより、透明電極層の抵抗を低減することが可能となること
から、有機ＥＬパネルの電圧降下を防止することが可能となり、輝度ムラの発生を抑制す
ることが可能となる。
　上記補助電極の形成位置としては、透明電極層と電気的に接続させることが可能であれ
ば特に限定されるものではないが、隔壁が形成されている隔壁形成領域に配置されている
ことが好ましい。発光領域を減少させることなく補助電極を配置することが可能となるか
らである。
【００９４】
　補助電極の形成位置としては、透明電極層と電気的に接続させることが可能であれば特
に限定されるものではなく、例えば図１および図６（ａ）に示すように、透明電極層１２
の隔壁１３側の表面に補助電極１６が形成されていてもよく、図６（ｂ）に示すように、
透明基板１１と透明電極層１２との間に補助電極１６が形成されていてもよく、図６（ｃ
）に示すように、透明基板１１に掘り込みを形成して、補助電極１６が透明基板１１中に
埋め込まれ、かつ透明電極層１２と電気的に接続するように形成されていてもよい。
　なお、図６（ａ）、（ｂ）、（ｃ）はそれぞれ本発明の有機ＥＬパネルの他の例を示す
概略断面図であり、説明していない符号については図１と同様とすることができるので、
ここでの説明は省略する。
【００９５】
　なお、補助電極のパターン形状については、上述した隔壁のパターン形状と同様とする
ことができるので、ここでの説明は省略する。
【００９６】
　本発明においては、なかでも、図１および図６（ａ）に示すように、隔壁１３が形成さ
れている隔壁形成領域であって、透明電極層１２の隔壁１３側表面に補助電極１６が形成
されていることが好ましい。上記構成とすることにより、有機ＥＬパネルの製造工程を容
易なものとすることが可能となるからである。また、この場合は、図１に示すように補助
電極１６として導電性隔壁１３ａを形成し、さらに導電性隔壁１３ａを絶縁性薄膜１３ｂ
で覆うように形成したものを隔壁１３として用いてもよい。
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【００９７】
　補助電極として導電性隔壁を形成する場合に用いられる材料としては、電気伝導性を有
するものであり、所望の形状に加工可能であれば特に限定されず、上述した封止基板の金
属層に用いられる金属材料等を挙げることができる。
　また、上記導電性隔壁の形成方法としては、一般的な有機ＥＬパネルに用いられる導電
部材の形成方法と同様とすることができるので、ここでの説明は省略する。
　補助電極について上述した点以外は、一般的な有機ＥＬパネルに用いられる補助電極と
同様とすることができるので、ここでの説明は省略する。
【００９８】
（７）光学機能層
　本発明に用いられる有機ＥＬ基板は、光学機能層を有していてもよい。本発明に用いら
れる光学機能層は、有機ＥＬパネル内部から効率良く光を取り出すために用いられるもの
である。光学機能層は、通常、透明基板の有機ＥＬ層側とは反対側の表面上や、透明基板
と透明電極層との間に形成されるものである。
【００９９】
　光学機能層としては、一般的な有機ＥＬパネルに用いられているものと同様とすること
ができる。例えば、透明基材等の表面にマット加工が施されたもの、マイクロレンズ、透
明樹脂層等に光散乱機能を有する微粒子を分散させたもの等が挙げられる。
　本発明においては光学機能層がシート状に形成されているものあることが好ましい。有
機ＥＬパネルに光学機能層を容易に配置することができるからである。
【０１００】
４．封止部
　本発明に用いられる封止部は、上記封止基板の外周に形成され、上記有機ＥＬ基板およ
び上記封止基板の間に配置されるものである。
【０１０１】
　封止部の高さとしては、有機ＥＬパネルを封止することが可能であり、かつ封止空間の
圧力および大気圧の圧力差によって有機ＥＬ基板の隔壁上の背面電極層と封止基板の金属
層とが接触可能となる程度の厚みであれば特に限定されるものではない。このような封止
部の高さとしては、透明基板上に形成された透明電極層表面から隔壁上に形成された背面
電極層表面までの距離と同等、もしくはそれ以上の高さであることが好ましい。
【０１０２】
　封止部に用いられる封止材料としては、有機ＥＬパネルに一般的に用いられる封止材料
を使用することができる。中でも、封止材料としては硬化型接着剤であることが好ましい
。透明基板および封止基板の密着性が強固となり、水分の浸入を効果的に防ぐことができ
るからである。
　硬化型接着剤としては、熱硬化型接着剤、光硬化型接着剤を挙げることができる。具体
的には、ポリイミド系樹脂、シリコーン系樹脂、エポキシ系樹脂、アクリル系樹脂などが
挙げられる。
　また、封止部の高さを確保するために、透明基板上に形成された透明電極層表面から隔
壁上に形成された背面電極層表面までの距離よりも直径の大きいスペーサを上述した接着
剤に混合することができる。
【０１０３】
　また、封止部としては、上述した硬化型接着剤を用いたものの他にも、レーザー等のエ
ネルギーにより溶融するガラスフリット等のセラミック材料が挙げられる。
【０１０４】
　封止部の形成方法としては、有機ＥＬパネルにおける一般的な封止部の形成方法を採用
することができる。
【０１０５】
５．その他の構成
　本発明の有機ＥＬパネルは、上述した封止基板、有機ＥＬ基板、および封止部を有する
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ものであれば特に限定されるものではなく、上述した構成以外にも必要な構成を適宜追加
して用いることができる。このような構成としては、例えば、有機ＥＬパネルに給電する
ために設けられる接続端子等を挙げることができる。
【０１０６】
　本発明に用いられる接続端子は、有機ＥＬパネルに給電するために設けられるものであ
る。また、図７に示すように、通常、透明電極層用の接続端子７ａは透明電極層１２との
接続部分以外、背面電極層用の接続端子７ｂは金属層２１との接続部分以外は絶縁性材料
８によって隔離されているものである。なお、図７は、本発明の有機ＥＬパネルの他の例
を示す概略断面図であり、図７において説明していない符号については図２と同様とする
ことができるので、ここでの説明は省略する。
【０１０７】
　各接続端子の形成位置としては、透明電極層および金属層にそれぞれ接続させることが
できる位置であれば特に限定されないが、有機ＥＬパネルに均一に給電することが可能な
位置であることが好ましい。有機ＥＬパネルへの給電が不均一である場合は、輝度ムラが
生じる可能性があるからである。
【０１０８】
　なお、接続端子については一般的な有機ＥＬパネルに用いられるものと同様とすること
ができるので、ここでの説明は省略する。
【０１０９】
６．その他
　本発明の有機ＥＬパネルの用途としては、主に表示装置、照明装置等が挙げられ、特に
照明装置に用いることが好ましい。
　また、本発明においては、複数の有機ＥＬパネルをタイリングすることによって用いる
ことも可能である。
【０１１０】
　本発明の有機ＥＬパネルの製造方法としては、封止空間の圧力が大気圧よりも小さくな
るように封止することができる製造方法であれば特に限定されるものではない。このよう
な有機ＥＬパネルの製造方法については、後述する「Ｂ．有機ＥＬパネルの製造方法」の
項で説明する。
【０１１１】
Ｂ．有機ＥＬパネルの製造方法
　次に、本発明の有機ＥＬパネルの製造方法について説明する。
　本発明の有機ＥＬパネルの製造方法は、透明基板、上記透明基板上に形成された透明電
極層、上記透明電極層上にパターン状に形成された絶縁性を有する隔壁、上記隔壁間の発
光領域内に形成され、かつ少なくとも発光層を有する有機ＥＬ層、ならびに上記隔壁およ
び上記有機ＥＬ層上に形成された背面電極層を有する有機ＥＬ基板と、フレキシブル性を
備え、かつ少なくとも金属層を有する封止基板とを準備し、上記有機ＥＬ基板の上記背面
電極層側または上記封止基板の上記金属層側の少なくとも一方の表面上に、上記有機ＥＬ
基板および上記封止基板を対向させて貼り合わせた際に上記封止基板の外周に位置するよ
うに封止材料を配置し、次いで上記有機ＥＬ基板の上記背面電極層側と上記封止基板の上
記金属層側とが対向するように配置して、減圧下で封止を行い、有機ＥＬパネルを形成す
る減圧封止工程と、上記減圧下で封止された上記有機ＥＬパネルを大気圧下に取り出す開
放工程とを有することを特徴とする製造方法である。
【０１１２】
　本発明の有機ＥＬパネルの製造方法について図を用いて説明する。図８は、本発明の有
機ＥＬパネルの製造方法の一例を示す工程図である。
　本発明においては、図８（ａ）に示すように、まず有機ＥＬ基板１および封止基板２を
準備する。次に有機ＥＬ基板１の透明電極層１２上に封止材料３’を配置する。次に、所
望の圧力条件に調整可能な封止貼り合わせ装置５０内で有機ＥＬ基板１の背面電極層１５
側と、封止基板２の金属層２１側とが対向するように配置して、減圧下で封止を行う（減
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圧封止工程）。次いで、図８（ｂ）に示すように、封止された有機ＥＬパネル１０を大気
圧下に戻すことにより、封止空間４の圧力および大気圧の圧力差により、封止基板２が変
形して、有機ＥＬ基板１の隔壁１３上に形成された背面電極層１５と封止基板２の金属層
２１とが接触した状態で強固に封止された有機ＥＬパネル１０を得ることができる（開放
工程）。なお、有機ＥＬ基板１の各構成については図１で説明したものと同様とすること
ができるので、ここでの説明は省略する。
【０１１３】
　本発明によれば、上記減圧封止工程および開放工程を有することにより、有機ＥＬ基板
および封止基板の間に形成された封止空間の圧力を大気圧より低くすることが可能となり
、封止基板を変形させて、有機ＥＬ基板の隔壁上の背面電極層と封止基板の金属層とを強
固に接触させることが可能となる。本発明においては、封止基板はガスバリア性を有する
ものであり、また金属層および背面電極層を接触させる必要があることから、有機ＥＬ基
板の背面電極層上にＳｉＮ等の保護層を形成する必要がないため、大掛かりな設備等が不
要であり、低コストで有機ＥＬパネルを製造することが可能となる。
【０１１４】
１．減圧封止工程
　本発明における減圧封止工程について説明する。
　本工程は、上述した有機ＥＬ基板と、上述した封止基板とを準備し、上記有機ＥＬ基板
の上記背面電極層側または上記封止基板の上記金属層側の少なくとも一方の表面上に、上
記有機ＥＬ基板および上記封止基板を対向させて貼り合わせた際に上記封止基板の外周に
位置するように封止材料を配置し、次いで上記有機ＥＬ基板の上記背面電極層側と上記封
止基板の上記金属層側とが対向するように配置して、減圧下で封止を行い、有機ＥＬパネ
ルを形成する工程である。
　本工程に用いられる有機ＥＬ基板、および封止基板については、上述した「Ａ．有機Ｅ
Ｌパネル」の項で説明したものと同様とすることができるので、ここでの説明は省略する
。
【０１１５】
　また、本工程においては、封止材料を有機ＥＬ基板の背面電極層側また封止基板の金属
層側の少なくとも一方の表面上に配置すればよい。また、封止材料は、有機ＥＬ基板およ
び封止基板を対向して貼り合わせた際に、封止基板の外周に位置するように配置される。
　封止材料については、上述した「Ａ．有機ＥＬパネル」の項で説明した封止部に用いら
れる材料と同様とすることができるので、ここでの説明は省略する。
【０１１６】
　本工程における減圧条件としては、本発明により製造された封止空間の圧力および大気
圧の圧力差により、封止基板が変形し、有機ＥＬ基板の隔壁上の背面電極層および封止基
板の金属層が接触し、かつ封止基板の変形により有機ＥＬ層が劣化しない程度の減圧条件
であれば特に限定されない。
　具体的には、「Ａ．有機ＥＬパネル」の項で説明した封止空間の圧力と同様の圧力条件
とすることができる。
【０１１７】
　本発明に用いられる封止貼り合わせ装置としては、上述した減圧条件下で有機ＥＬ基板
および封止基板を貼り合わせることができるものであれば特に限定されるものではなく、
チャンバー等の一般的な減圧装置を備えた貼り合わせ装置を用いることができる。
【０１１８】
　また、本工程において、減圧下で有機ＥＬパネルの外周に配置された封止材料を全て硬
化させてもよいし、有機ＥＬパネルの外周に配置された封止材料の複数か所を硬化させて
目止めし、大気圧下に戻した後に後工程で封止材料の全てを硬化させてもよい。
【０１１９】
２．開放工程
　本工程は、上記減圧下で封止された上記有機ＥＬパネルを大気圧下に取り出す工程であ
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る。
　本工程においては、減圧下で封止された上記有機ＥＬパネルを大気圧下に取り出すこと
で、封止空間の圧力および大気圧の圧力差によって封止基板を変形させて、有機ＥＬ基板
の隔壁上の背面電極層と、封止基板の金属層とを接触させることが可能となる。
【０１２０】
　有機ＥＬパネルを減圧下から大気圧下へ戻す方法としては、有機ＥＬパネルの外部の圧
力の急な変化により、有機ＥＬパネルが破損する等の不具合が生じないような方法であれ
ば特に限定されない。例えば、貼り合わせを行った減圧装置にガスを送りこむことにより
減圧装置の圧力を大気圧と同等とする方法を挙げることができる。
【０１２１】
３．その他の工程
　本発明の有機ＥＬパネルの製造方法は、上述した減圧封止工程および開放工程を有する
製造方法であれば特に限定されず、必要な工程を適宜追加して行うことが可能である。こ
のような工程としては、有機ＥＬ基板を製造する有機ＥＬ基板形成工程、封止基板が金属
層および絶縁層を有するものである場合、また封止基板が放熱機能層を有するものである
場合に封止基板を形成する封止基板形成工程、大気圧下で有機ＥＬパネルの封止材料を硬
化させる硬化工程等を挙げることができる。これらの工程については、一般的な有機ＥＬ
パネルの製造方法において行われる工程と同様とすることができるので、ここでの説明は
省略する。
【０１２２】
４．有機ＥＬパネル
　本発明により製造される有機ＥＬパネルについては、上述した「Ａ．有機ＥＬパネル」
の項で説明したものと同様とすることができるので、ここでの説明は省略する。
【０１２３】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は、例示であ
り、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様
な作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。
【実施例】
【０１２４】
　本発明について、実施例を用いてさらに詳しく説明する。
【０１２５】
　［実施例１］
　（有機ＥＬ基板の作製）
　透明基板として、ガラス基板（縦１５０ｍｍ×横１５０ｍｍ×厚み０．７ｍｍ）を準備
した。次に、ガラス基板上にスパッタリング法により膜厚３００ｎｍの酸化インジウムス
ズ（ＩＴＯ）電極膜を形成し、このＩＴＯ電極膜上に感光性レジストを塗布し、マスク露
光、現像してレジストパターンを形成した後、ＩＴＯ電極膜のエッチングを行って、発光
エリア部および端子部のパターンを有する透明電極層を形成した。なお、発光エリア部の
パターン形状は、縦１００ｍｍ×横１００ｍｍの面積とした。
【０１２６】
　次に、透明電極層を形成したガラス基板上に、スパッタリング法により膜厚２０ｎｍの
ＮｉＭｏ膜、膜厚３００ｎｍのＡｌ膜、膜厚２０ｎｍのＮｉＭｏ膜を積層させた補助電極
膜を形成した。次いで、上記補助電極膜上に感光性レジストを塗布し、マスク露光、現像
してレジストパターンを形成した後、補助電極膜をエッチングして補助電極を形成した。
なお、補助電極のパターン形状は、線幅２０μｍ、ピッチ３００μｍの格子状とした。
【０１２７】
　次に、補助電極のパターンと同位置に、線幅３０μｍ、高さ６μｍの隔壁を形成した。
隔壁材料には、感光性ポリイミドを用いてフォトリソ法を用いて形成した。また、発光エ
リア部の外周で封止基板と接触する部分には、本隔壁材料により絶縁するパターンを形成
した。
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【０１２８】
　次に、以下の手順により有機ＥＬ層を形成した。
　まず、グラビアオフセット印刷法により、膜厚６０ｎｍの正孔注入層を透明電極層の隔
壁側表面に形成した。正孔注入材料には、ポリチオフェン系導電性高分子(ＰＥＤＯＴ：
ＰＳＳ)を用いた。次に、真空蒸着法により正孔輸送層としてジフェニルナフチルジアミ
ン(α－ＮＰＤ)を膜厚４０ｎｍで、続いて発光層として水色発光層および橙色発光層の２
層を、合わせて４０ｎｍの膜厚で形成した。続いて、真空蒸着法により、電子輸送層とし
て膜厚３０ｎｍの（８－ヒドロキシキノリナト）アルミニウム（Ａｌｑ３）層と、電子注
入層として膜厚２ｎｍのフッ化リチウム（ＬｉＦ）層を形成した。
【０１２９】
　次に、真空蒸着法により背面電極層として膜厚３００ｎｍのアルミ（Ａｌ）層を有機Ｅ
Ｌ層上および隔壁上に連続的に形成した。
【０１３０】
　以上の工程により有機ＥＬ基板を作製した。
【０１３１】
　（封止基板の作製）
　絶縁層として厚み１８８μｍのポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルムと、金
属層として厚み２００μｍの純アルミ（Ａｌ）とを接着剤により貼り合せて封止基板を作
製した。なお、封止基板の外形は、縦１２０ｍｍ×横１２０ｍｍとした。なお、作製した
封止基板はフレキシブル性を有するものである。
【０１３２】
　（減圧封止工程および開放工程）
　封止基板の金属層の外周に、封止材料として紫外線硬化型のエポキシ系接着剤をディス
ペンサーにより塗布した。上記封止材料には、平均粒子径１０μｍのスペーサ粒子を混合
した。
　次に、有機ＥＬ基板の背面電極層側と、封止基板の金属層側とが対向するように、封止
貼り合わせ装置の上下それぞれの基板ステージへ有機ＥＬ基板と封止基板とをセットした
。各基板の固定は、静電チャック方式により行った。封止貼り合せ装置内の圧力を真空ポ
ンプにより減圧し、大気圧との差が４０ｋＰａになるように調圧した。調圧後、上下の基
板ステージを可動させ、２枚の基板を貼り合せた。貼り合わせの接着強度を増すため、封
止材料の塗布部にＵＶ光を当て硬化させた。
　次に有機ＥＬパネルを大気下に取り出した。
　得られた有機ＥＬパネルでは、封止空間の圧力と大気圧の圧力の差により、封止基板が
変形し、封止基板の金属層と、有機ＥＬ基板の背面電極層とを良好に接触させることがで
きた。
【０１３３】
　（結果）
　有機ＥＬパネルの封止基板のＰＥＴフィルムの一部を除去して、背面電極層と接続する
ための加工を施した。透明電極層を（＋）に背面電極層を（－）に電気的に接続した。直
流電源により９Ｖの電圧を印加した結果、封止基板の金属層と背面電極層は良好に接続し
ていることから、２,０００ｃａｄ／ｍ２の発光が得られた。また、輝度ムラが抑制され
て発光した。
　また、封止基板側の温度を測定した結果、４０℃であった。
【０１３４】
　［実施例２］
　以下のように封止基板を作製したこと以外は、実施例１と同様に有機ＥＬパネルを作製
した。
　金属層として厚み２００μｍの純アルミ（Ａｌ）に、絶縁性薄膜として厚み２０μｍの
ポリイミドをコーティングして封止基板を作製した。封止板の外形は、縦１２０ｍｍ×横
１２０ｍｍとした。なお、作製した封止基板はフレキシブル性を有するものである。
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【０１３５】
　得られた有機ＥＬパネルでは、封止空間の圧力と大気圧の圧力の差により、封止基板が
変形し、封止基板の金属層と、有機ＥＬ基板の背面電極層とを良好に接触させることがで
きた。
【０１３６】
　（結果）
　有機ＥＬパネルの封止基板の絶縁性薄膜を一部除去して、背面電極層を接続するための
加工を施した。透明電極層を（＋）に背面電極層を（－）に電気的に接続した。直流電源
により９Ｖの電圧を印加した結果、封止板の金属層と背面電極層は良好に接続しているこ
とから、２,０００ｃａｄ／ｍ２の発光が得られ、輝度ムラが抑制されて発光した。
　封止基板側の温度を測定した結果、３５℃であった。
【０１３７】
　［比較例１］
　・封止空間の圧力および大気圧の差がない場合
　封止貼り合せ装置内の圧力を真空ポンプにより減圧せずに、大気圧との差を０としたこ
と以外は実施例１と同様にして、有機ＥＬパネルを作製した。
　得られた有機ＥＬパネルでは、封止基板が変形せず、封止基板の金属層と有機ＥＬ基板
の背面電極層との接触が不安定であった。
【０１３８】
　（結果）
　実施例１と同様にして、透明電極層を（＋）に、背面電極層を（－）に電気的に接続し
て、直流電源により９Ｖの電圧を印加した結果、封止基板の金属層と背面電極層との接続
が不安定であることから、発光が不安定であった。
【０１３９】
　［比較例２］
　・封止基板がフレキシブル性を有さない場合
　以下のように封止基板を作製したこと以外は、実施例１と同様に有機ＥＬパネルを作製
した。
　厚み１８８μｍのポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルムと厚み１．５ｍｍの
純アルミ（Ａｌ）を接着剤により貼り合せて封止基板を作製した。封止板の外形は、縦１
２０ｍｍ×横１２０ｍｍとした。なお、作製した封止基板はフレキシブル性を有さないも
のである。
【０１４０】
　得られた有機ＥＬパネルでは、封止基板が変形せず、封止基板の金属層と有機ＥＬ基板
の背面電極層との接触が不安定であった。
【０１４１】
　（結果）
　実施例１と同様にして、透明電極層を（＋）に、背面電極層を（－）に電気的に接続し
て、直流電源により９Ｖの電圧を印加した結果、封止基板の金属層と背面電極層との接続
が不安定であることから、発光が不安定であった。
【０１４２】
　［比較例３］
　・ガラス基板にザグリ加工した一般的な封止基板
　封止基板を以下のように作製したこと以外は、実施例１と同様に有機ＥＬパネルを作製
した。
　厚み０．７ｍｍのガラス基板を用い、発光エリア部をエッチングにより厚み０．４５ｍ
ｍに薄化して封止基板を作製した。なお、発光エリア部は縦１００ｍｍ×横１００ｍｍと
した。また、透明電極層および背面電極層を電気的に接続可能は構造とした。
【０１４３】
　（結果）
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　実施例１と同様にして、透明電極層を（＋）に、背面電極層を（－）に電気的に接続し
て、直流電源により９Ｖの電圧を印加した結果、電極取り出し近傍では２,０００ｃａｄ
／ｍ２の発光が得られたが、発光エリアの中心付近では輝度が低下し輝度ムラが確認され
た。
　また、封止基板側の温度を測定した結果、７０℃であった。
【符号の説明】
【０１４４】
　１　…　有機ＥＬ基板
　１０　…　有機ＥＬパネル
　１１　…　透明基板
　１２　…　透明電極層
　１３　…　隔壁
　１４　…　有機ＥＬ層
　１５　…　背面電極層
　２　…　封止基板
　２１　…　金属層
　２２　…　絶縁層
　３　…　封止部
　３’　…　封止材料
　４　…　封止空間
　５　…　放熱機能層

【図１】
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透明电极层，在该透明电极层上以图案形成有隔壁，在该隔壁之间的发
光区域中形成的至少具有发光层的有机EL层， 以及一种有机EL基板，其
具有形成在所述隔壁和所述有机EL层上的背电极层，并且布置在所述有
机EL基板的所述背电极层上，并且具有挠性并且具有至少金属层的密封 
有机EL基板具有基板，位于有机EL基板的隔壁上的背面电极层与密封基
板的金属层接触，有机EL基板与密封基板之间的密封。 一种有机EL面
板，其特征在于，由塞子密封的密封空间中的压力低于大气压。 [选型
图]图1
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